
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

九

五
三
十
四
条

第
三
十
四
条

令和年月日 木曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
合
同
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

組
織
変
更
後
の
商
号
はS

A
M
U
R
A
I
A
S
S
E
T

F
IN
A
N
C
E 合
同
会
社

と
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
で
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
四
日

掲
載
頁

一
二
五
頁
（
号
外
第
一
二
三
号
）

令
和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
七
番
四
六
号

S
A
M
U
R
A
I
A
S
S
E
T
F
IN
A
N
C
E 株
式
会
社

代
表
取
締
役

原

知
之

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は株

式
会
社
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｙ

と
し
ま

す
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
十
五
日
で
あ
り
、
当

社
の
総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

石
川
県
金
沢
市
中
屋
南
二
五
二
番
地

合
同
会
社
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｙ

代
表
社
員

木
村

茂

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｒ
ｅ
ｃ
ｔ
ｏ
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
城
西
一
丁
目
一
〇
番
一
八
号

合
同
会
社
Ｗ
ｅ
ｂ
Ｐ
ｒ
ｏ

代
表
社
員

山
本

雄
太

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

鹿
児
島
市
郡
元
一
丁
目
二
番
一
一
号
Ｒ
Ｊ
Ｒ
プ
レ

シ
ア
郡
元
三
一
〇
号Ａ

ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ
合
同
会
社

代
表
社
員

西

雅
史

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
百
三
十
万
円
減
少
し
二
千

九
百
七
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
二
日

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
日
比
田
四
二
四
番
地
一
二

有
限
会
社
テ
ィ
ー
エ
ー
エ
ス
赤
坂

代
表
取
締
役

鎌
田

路
貴

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
百
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
一
千
三
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
二
日

秋
田
県
大
仙
市
北
長
野
字
茶
畑
四
四
番
地
六

有
限
会
社
平
熊
商
店

代
表
取
締
役

平
瀨

孝
志

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
二
丁
目
六
番
一
六
号

中
興
電
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役

神
谷

道
之

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
大
伝
馬
町
二
番
一
六
号

株
式
会
社
江
戸
屋

代
表
取
締
役

濱
田

捷
利

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

株
式
会
社
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ベ
ル
ガ
ー

代
表
取
締
役

大
橋

譲

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
大
塚
莉

菜
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。令

和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
渋
谷
区
幡
ヶ
谷
三
丁
目
三
九
番
一
二
番

渋
谷
ウ
ェ
ス
ト
ビ
ル
一
階

A
d
v
a
n
ta
g
e
S
o
lu
tio
n
s
G
lo
b
a
l
W
o
rk
s,L
L
C

日
本
に
お
け
る
代
表
者

大
塚

莉
菜

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

長
崎
県
佐
世
保
市
ハ
ウ
ス
テ
ン
ボ
ス
町
七
番
八
号

株
式
会
社
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ

代
表
清
算
人

桂

恵

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
九
月
十
七
日
開
催
の
臨
時
総
会

に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
五
万
円
か
ら
一
万
円
に

減
少
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
糸
島
市
前
原
北
一

六

三
四

西
日
本
建
和
協
同
組
合

代
表
理
事

西
原

幸
作

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
（
号
外
第
二
一
四
号
）
掲
載

の
第
二
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「資

本
準
備
金

」
と
あ

る
は
「そ

の
他
資
本
剰
余
金

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま

す
。令

和
七
年
十
月
二
日

岡
山
市
北
区
田
町
一
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
商
工

代
表
取
締
役

山
田

哲
也

令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
（
号
外
第
八
十
九
号
）
公
布

国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号
（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
）
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